
（単位：千円）

 流動資産　 2,355,900  流動負債 1,944,537

現金及び預金 1,779,209 買掛金 130,096

売掛金 399,232 短期借入金 600,000

商品 27,123 一年内返済社債 40,000

貯蔵品 20,200 一年内返済長期借入金 269,222

前払費用 118,603 リース債務 11,448

短期貸付金 669 未払金 127,589

未収入金 14,949 未払費用 401,176

貸倒引当金 △ 4,087 未払法人税等 12,000

未払消費税等 125,440

 固定資産 533,538 前受金 83,611

有形固定資産 115,276 預り金 9,242

建物付属設備 90,282 賞与引当金 104,347

工具、器具及び備品 20,931 その他 30,362

リース自動車 54,685

リース器具備品 13,760  固定負債 454,445

減価償却累計額 △ 64,382 社債 140,000

無形固定資産 92,374 長期借入金 256,839

商標権 1,252 リース債務 30,479

ソフトウェア 88,142 資産除去債務 27,127

ソフトウェア仮勘定 1,116

顧客関連資産 1,863  負債合計 2,398,983

投資その他の資産 325,887

子会社株式 98,000  株主資本 491,471

投資有価証券 4,847 資本金 80,500

出資金 100 資本剰余金 45,500

長期貸付金 1,809 資本準備金 45,500

長期前払費用 7,782 利益剰余金 365,471

敷金 120,064 その他利益剰余金 365,471

差入保証金 800 　繰越利益剰余金 365,471

繰延税金資産 92,483 （うち当期純利益）

 評価・換算差額等 △ 1,390

その他有価証券評価差額金 △ 1,390

 新株予約権 375

新株予約権 375

純資産合計　　　 490,455

資産合計　 2,889,439 負債・純資産合計 2,889,439

第22期　決算公告

科　　　目 金　　　額 科　　　目 金　　　額

令和５年３月28日

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号

リーフラス株式会社

代表取締役　伊藤清隆

貸借対照表（令和４年12月31日現在）

(注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております

（　 　 194,123）

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

（純 資 産 の 部）



■重要な会計方針 

 

（１）資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式    移動平均法による原価法 

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

…期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法によって処理し売却原価は移動平均法により算定） 

市場価格のない株式等 

…移動平均法による原価法 

②棚卸資産の評価基準及び評価方法 

先入先出法を採用しています。(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく 

簿価切り下げの方法により算定しております。） 

 

（２）固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。なお、2007年４月１日以降取得した建物（附属設備を除

く。）及び 2016年４月１日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定額

法を採用しております。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間定額

法を採用しております。 

 

（３）引当金の計上基準 

①貸倒引当金    

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により貸倒懸念債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

 

②賞与引当金   

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担分を計上しております。 

 

 

 



（４）収益及び費用の計上基準 

①スクール事業 

当社の運営するスポーツスクールは、会員に対してスポーツ指導を提供することを履行

義務としております。月会費については毎月履行義務が充足されると判断し、収益を認

識しております。取引の対価は概ね各月において履行義務の充足する当月に受領する、

もしくは履行義務の充足時点から概ね１ヶ月以内に受領しております。またイベント売

上の主な履行義務は、スポーツスクールと関連したイベント開催(合宿、大会、等)を行

い、引率及び指導を行うことです。取引の対価は概ね履行義務の充足する日以前に受領

しております。 

  

②ソーシャル事業 

ソーシャル事業については、主に自治体より受領する委託契約に基づき、部活動や体育

授業におけるスポーツ指導の提供を履行義務としております。受託・指定の契約期間に

基づいて一定期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る

進捗度を見積り、当該進捗度に基づき履行義務が充足されますが、主に計算期間の単位

を１ヶ月とし、月単位で収益を認識しております。なお、取引の対価は契約に基づく入

金条件により受領しております。 

 

 


